
 
 

3. 賠償責任保険（Third Party Liability Insurance） 
【出典】三井住友海上火災保険株式会社「海外プロジェクトと損害保険 第 2 章 海外プロジェクトに係わる損害保険のあらまし」 
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4. 労災保険と使用者賠償責任保険（Worker’s Compensation Insurance and Employers Liability Insurance） 
【出典】三井住友海上火災保険株式会社「海外プロジェクトと損害保険 第 2 章 海外プロジェクトに係わる損害保険のあらまし」
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5. 海外旅行保険（Overseas Travelers’ Personal Insurance） 
【出典】三井住友海上火災保険株式会社「海外プロジェクトと損害保険 第 2 章 海外プロジェクトに係わる損害保険のあらまし」
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6. 自動車保険（Automobile Insurance） 
【出典】三井住友海上火災保険株式会社「海外プロジェクトと損害保険 第 2 章 海外プロジェクトに係わる損害保険のあらまし」
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7. 船舶保険（Marine Hull Insurance） 
【出典】三井住友海上火災保険株式会社「海外プロジェクトと損害保険 第 2 章 海外プロジェクトに係わる損害保険のあらまし」
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8. 専門職業人賠償責任保険（Professional Liability/Indemnity Insurance） 
【出典】英国トラベラーズ保険会社「Professional Indemnity – Design & Construction Policy」を参考にインターリスク総研にて作成。 

 
A．専門職業人賠償責任保険とは 

専門職業人賠償責任保険（以下「PI 保険」）とは、法令等で資格を定める専門職業人（Professional）
の行なう専門業務の過誤に起因する損害賠償責任を補償する保険です。代表的なものは医師賠償

責任保険や弁護士賠償責任保険です。 

海外工事における専門業務としては調査や設計業務があり、土木建築設計事務所用に開発されま

したが、現在は設備一括請負契約（EPC 契約）で工事業者が設計（アウトソースする場合も含む）

も対象業務となる場合、この保険を検討することが必要となります。 

対象となる専門業務の過誤に起因する損害賠償責任には、専門業務の遂行上誤って知的財産権を

侵害した場合、名誉毀損をした場合、付随的保証に違反した場合なども含まれます。 

日系損害保険会社はあまり PI 保険を扱っていないため、以下では Travelers 保険会社の PI 保険約

款の内、”Design & Construction Policy”をもとに説明します。 

 

B．被保険者 

PI 保険は設計士等の専門職業人のみならず、設計事務所等の法人も想定しており、次のように定

められています。 

• 専門会社（Business） 
• その経営者等(Partners, Directors and/or Members） 
• 元経営者や退職した経営者等 
• 従業員や元従業員 
• 上記が死亡した場合の遺産財団 

 

C．お支払いする保険の種類 

一般に専門職業人賠償責任保険は、保険期間中に事故が発生することで保険責任が生じる（事故発

生ベース）通常の保険と異なり、「保険期間中に賠償請求が起こされる」（損害賠償請求ベース－

Claim Made Basis）ことで保険責任が発生します。また、この為一般的に初年度契約の始期日を遡

及日(Retroactive Date)として約定し、これ以前に発生した事故は保険の対象とはなりません。 
お支払いする保険金も法的な紛争を想定して次の通り多岐に渡ります。また、一般的に小損害不担

保の意味で免責金額が設定されております。 
• 損害賠償金 

• 訴訟等の為の弁護士費用や訴訟費用等（弁護士費用は賠償額がてん補限度額を超過する場合、

その割合で縮減されます。） 

• 出廷補償（１日あたり定額） 
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• 刑事訴訟防御費用（主として弁護士費用を補償します。80%の縮小てん補となります。） 

• 受託図書紛失等賠償金（発注者から受託した図書を紛失、滅失した場合の賠償金を副次てん

補限度額以内で補償します。） 

• 損害防止費用（保険会社の事前の了解が不可欠です。） 

 

D．カバーされない主な損害 

多くの免責事由が規定されているので注意し、しっかりと理解してください。 
• 経理業務に起因する責任（本保険で想定していない法的責任であるからです。） 

• 紛争解決の際の裁定者が契約当事者から独立していない場合（そもそも公平でない裁定が懸

念されますが、保険者が予め知りえないことを想定しています。） 

• 仲裁（Arbitration）による責任（特定国の仲裁以外認めない主旨です。） 

• アスベストスに起因する責任 

• 人身障害を原因とする賠償責任（他でこれを担保する保険との分野調整の為です。） 

• 財物損壊を原因とする賠償責任（他でこれを担保する保険との分野調整の為です。） 

• 付随的保証（Collateral warranty）や注意義務条項（Duty of care agreement）で加重された目的

適合や工事期間遵守、違反した場合の罰金、精算金等の契約上の責任 

• その他契約によって法律よりも加重された賠償責任 

• 被保険者が支配（controlling）し、または支配される法人（親会社や子会社）からの賠償責

任 

• 受託図書の損害に起因する損害（副次てん補限度額以上の損害に限られます。） 

• 作業の拙劣（Defective workmanship）によって生じた賠償責任 

• 不誠実、詐欺、悪意、意図的または無謀な行為に起因する賠償責任（故意による損害賠償請

求または不正請求を想定しています。、） 

• 役員賠償責任（D&O） 

• 2000 年問題 

• 工事見積りに起因する賠償責任 

• 資産投資に起因する賠償責任 

• 罰金、刑罰、懲罰賠償に起因する賠償責任 

• 政府による没収、徴用に起因する賠償責任 

• 被保険者、下請負人の破産に起因する賠償責任 

• 保険調達に起因する賠償責任 

• 合弁事業（JV）等の関係に関わる賠償責任 

• 労災危険に関わる賠償責任 

• 雇用慣行に起因する賠償責任 

• 投資市場危険に関わる賠償責任 
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• 医療過誤に起因する賠償責任 

• 原子力危険に関する賠償責任 

• 他の PI 保険によって支払われるべき賠償責任 

• 環境汚染に起因する賠償責任 

• 既知の請求に関わる賠償責任 

• 無資格専門職業人に実施された専門業務に関わる賠償責任 

• 専門業務の報酬、手数料の払戻しに関わる責任 

• 見積り誤り、保有資源誤り等契約締結上の過誤による賠償責任 

• 訴求日以前に発生していた事故に起因する賠償責任 

• 物品の至急、製造、販売、流通等に起因する製造物責任等 

• 自身が施行する工事の監督、検査に関わる賠償責任 

• 無資格者による構造調査、見積りに起因する賠償責任 

• 取引上の損失に関わる賠償責任 

• 米国カナダにおける賠償請求 

• コンピューターウイルスに起因する賠償責任 

• 戦争危険に関わる賠償責任 

 

E．てん補限度額 

てん補限度額は、通常の「事故発生ベース」の賠償責任保険の「１事故あたり」ではなく、「損害

賠償請求ベース」ですので「１請求あたり」となります。また同じ原因から発生する一連の賠償請

求（”Claim Series "といいます）は「１請求」と見なす規定がありますのでご注意願います。 
てん補限度額の設定に当たっては、最大損失額の想定とともに国内保険会社国際部門または国際再

保険ブローカーとよくご相談ください。 
 

F．保険手配の方法･種類 

英文証券の PI 保険については、国内保険会社はあまり取り扱っていません。従って、国内保険会

社にご照会される場合、国際部門を含めてご確認願います。 
また、海外の再保険会社を使う場合、国際再保険ブローカーと相談し、保険証券の選定、保険条件

の確認・変更、限度額の選定、保険料の最終確定を行なう必要があります。なお、イラクの保険会

社は基本的に再保険会社と国際再保険ブローカーの条件に従います。 
 

G．賠償請求を受けた場合の手続き 

発注者や第三者から、専門業務に関連して損害賠償の請求を受けたり、それに類するような状況（業

務結果に関わる苦情や追求等）を認知した場合は直ちに再保険会社、国際再保険ブローカーおよび

イラク保険会社へ通知を行なうことが必要です。不用意に通知が遅延した場合、保険金が支払われ

ない場合があります。 
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通知を行なうと、必要に応じて保険会社・再保険会社が被保険者の代理人弁護士を選任することに

なります。また、保険会社・再保険会社に弁護士選任権および弁護方針決定権がありますが、後の

トラブルを避ける意味でも、保険会社・再保険会社とよく打ち合わせることが必要です。 
なお、賠償請求を受けた場合、保険会社・再保険会社に相談することなく、勝手に対応したり、責

任を受諾することは保険金が支払われない理由になりますので、特に注意が必要です。 
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9. ミュンヘン再保険標準組立工事、土木工事、操業遅延保険標準約款
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【出典】ミュンヘン再保険の了解を得て掲載。

9.1 ミュンヘン再保険土木工事保険約款
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9.2 ミュンヘン再保険組立工事保険約款
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9.3 ミュンヘン再保険操業遅延保険約款
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